
令和５年度

（常用労働者数４３.５名以上規模）

（常用労働者数３８.５名以上規模）

（常用労働者数３８.５名以上規模）

（常用労働者数４０名以上規模）

　「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、企業、団体等はその雇用する

労働者に占める障害者の割合が一定率以上になるよう義務付けられています。

　例として常用労働者が１２０名の民間企業の場合、法定雇用率２．３％が適用され

２．７６人となります。小数点は切り捨てとなり２人の雇用が必要となります。

　障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種については除外率制度

（障害者の雇用義務を軽減）が設けられています。適用対象など詳しくはハローワー

クにお問い合せください。

　雇用率算定の対象となるのは、原則として週所定労働時間３０時間以上の常用

雇用労働者（１年を超えて雇用が見込まれる者）です。
　事業主は毎年６月１日時点での障害者雇用状況をその年の７月中旬までに報告をする義務があります。障害者手帳によっ

ては有効期限があり、手帳の更新を忘れてしまうと実際に雇用しているにも関わらず雇用率に算定できないことになりますの

で、障害者手帳の有効期限や更新忘れには気をつけましょう。

（※）
（※）精神障害者である短時間労働者で、精神障害者保健福祉手帳を取得している方については、当分の間、０．５ではなく１と算定します。

　障害者雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成・援助を行う
ことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るための「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けら
れた制度です。

◎常時雇用している労働者が１００人を超える事業主は、毎年度、納付金の申告が必要です。

※詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　青森支部　高齢・障害者業務課へ

青森市浪岡稲村274
（青森市浪岡総合保健福祉センター内）

０３７-００６９ 五所川原市若葉３-４-10

０３1-００01 八戸市類家1-1-16

高齢者等の雇用に関する相談・援助及び助成金の申請受付や、障害者雇用納付金制度に基づく申告・申請受付、助成金の
申請受付、その講習・情報提供、啓発活動を実施しています。

0172-82-5544

０３９-３３８１ 平内町大字茂浦字田向24（サテライト：青森市中央3-20-30）青森障害者就業・生活支援センターすこやか 017-755-5135 017-757-8266

（令和５年度）

障害者の雇用の促進を図るための職業能力開発を行っています。

017-734-9401



（問い詰めるような聞き方はNG）

　病気や障害については「聞いてはいけな
い」「聞きづらい」と考えてしまうこともあり
ます。
　しかし、一人ひとりの障害は異なるため、
本人の了承を得た上で、できる限り正確に
応募者の状況を把握することが重要です。
　「担当業務を考えるため」「働きやすい
職場環境を整えるため」など、障害状況を
確認する理由も合わせて伝えながら質問を
行いましょう。


